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レッツ・トライ！陶芸教室

陶器で ひな人形を作ろう！ 

 かわいいひな人形を陶器で作ってみませんか？ 

雌雛と雄雛をそれぞれ作り、一対のおひな様として飾る

ことができます。形作り・色付けまでした後、工房で焼い

てもらいます。約１か月後に公民館に届きます。 

子どもから大人まで参加できますが、未就学児は保護

者同伴でお願いします。 

日 時：１月１８日（土）１０：００～１２：０0 

場 所：姪浜公民館 学習室 

申込み：姪浜公民館（８８１－０３８４） 

定 員：15名 

材料費：一対１０００円 

講 師：スマイル工房 

汚れてもいい服装でお願いします。 
この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY のライ

センスを許諾されています

子育てスペース“ころころ” 

毎月第４金曜日 13 時から 15

時まで姪浜公民館において行政

相談を開催します。くらしや終

活・遺産相続・行政等なんでもご

相談ください。相談は無料で秘密

は厳守されます。 

相談員 尾石静雄 

くらし行政相談を開催します 

こすもす文庫からのお知らせ 

公民館玄関前の門

松を、今年度は米村会

長をはじめ、自治連の

技術集団メンバーで

製作していただきま

した。 

今月の公民館臨時休館日のお知らせ 

１月は４日（土）を予定しています。 

先月号でもお知らせしておりましたが、公民館は１２月

２８日（土）から１月４日（土）まで休館します。 

（福岡市姪浜公民館） 
毎年恒例の門松が 

今年も出来上がりました！ 

スマホ教室のご案内

● １回目   1月１０日（金）10時～12時 

テーマ「初心者向け講座」

● 2回目 1月２４日（金）10時～12 時 

テーマ「Wi-Fi について」

ドコモさんのとても分かりやすい説明でスマホの疑

問をスッキリ解決！個人の質問コ－ナ－もありますよ。 

 参加ご希望の方は公民館に申し込んでください。 

１月６日より電話受付開始です。 （881-0384） 

未就園児と、そのご家族のためのフリ－スペ－スです。 

開催時間内であれば自由に出入りできますので、お気軽 

にお立ち寄りください 

  今月は ・１６日（木）１０：００～１２：００ 

・３０日（木）１０：００～１２：００

 

お話し・読み聞かせ・本の貸し出し 

１０日（金） 赤ちゃん １１：００～１２：００ 

２１日（火） 幼児   １５：００～１６：００

小学生   １６：００～１７：００ 
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今年のテーマは「楽しい家族」です！ 

公民館のお近くに来られた際はぜひご覧になってく

ださい。 
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持参提出の場合は以下で受付します。 

場所 受付日時 

西部出張所 

２階 201・202  会議

室 

２月３日(月)～６日

(木) 

午前10時～午後４時 

西区役所 

課税課 

２階２２番窓口 

２月１７日(月)～３月１

７日(月)（土・日曜・祝

休日は除く） 

午前９時～午後４時 

●申告が必要な人  

令和７年１月１日現在市内に住所があり、前 

年中に所得があった人 

●申告が不要な人  

①税務署へ所得税の確定申告書を提出す 

る人  

②所得が給与だけで、勤務先から給与支払 

報告書が市に提出されている人 

③公的年金のみの受給者で、医療費、生命 

保険料などの控除がない人 

●申告に必要なもの  

①本人確認書類（免許証、保険証など） 

②マイナンバーカードまたは通知カード 

③所得が分かる資料 

(給与・年金の源泉徴収票か給与明細書 

または勤務先が発行した給与支払証明書。 

給与・年金以外の人は収入金額と必要経費 

が分かる書類) 

④各種控除に必要な書類(次表のとおり) 
 

 

 

 

 

各種控除 必要な書類 

医療費控除※ 

医療費の明細書またはセルフ

メディケーション税制の関係書

類 

 

社会保険料控除 

 

国民健康保険・介護保険など

の保険料の領収書、国民年金

の控除証明書 

生命保険料控除 保険料の控除証明書 

地震保険料控除 同上 

勤労学生控除 学生証または在学証明書 

障害者控除 障害者手帳など 

配偶者特別控除 配偶者の所得が分かる資料 

寄附金税額控除 寄附金受領証明書など 

 

※医療費の領収書の添付は不要です（ただし、 

５年間は自宅で保管が必要）。また、医療保険 

者発行の医療費の通知書を添付すると、明細 

の記入を省略できます（医療費の通知書を添 

付した場合も、医療費の明細書の提出は必要）。 

 

 【問い合わせ先】 

 区課税課 895－7017 Ｆ883-8565 

 

 

 

令和 6年度 市県民税申告について 

混雑緩和のため郵送提出をお願いします 

地震、豪雨…災害が起きる前にできること 

 

●家具が倒れないよう、壁に固定しましょう。 

倒れた時に出入り口をふさいだりしないよう、 

家具の向きや配置を工夫しましょう。 

●電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に 

備え、普段から飲料水や保存の効く食料などをローリングストック（日常備蓄）し

ておきましょう。 

●非常時に持ち出すべきものをあらかじめリュックサックに詰めておき、いつ 

でもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。 

ご家族との連絡手段には、災害用伝言ダイヤル 171や災害用伝言板web171

などを活用しましょう。 

●各自治体で防災情報を出しています。 

地域のハザードマップでどのような危険があるかや避難場所、避難経路等を確

認しておきましょう。 

 

実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺に注意 

 

●実在する事業者を名乗り、身に覚えのない未納料金を請求 

される電話があっても、言われるまま支払ってはいけません。 

知らない番号や非通知からの電話は「出ない」「話を聞かない」 

「かけ直さない」ようにしましょう。 

●コンビニ等で電子マネーを購入するように指示し、番号を教えさせる方法は

すべて詐欺です。 

●不明な点がある場合は、実在する事業者の正式な問い合わせ窓口を 

家族や周りの人とともに調べて、問い合わせてください。 

●心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご

相談ください（ 消費者ホットライン 188、警察相談専用電話「＃9110」番）。 

 

 

 

 

 

 
 


